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回土交通大臣 林 覚

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68条の26第 1項 (同法 88条第

1項において澤用する場合を含む。)の 規定に基づき、同法第 2条第九号及び同法施行令第

108条の2体 燃材料)の 規定に適合するものであることを認める.

・    記

離 器

Ⅲ-9029

認定をした構造方法又は建築材料の名称

パルプ混入けい酸カルシウム板

認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り
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